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３  地下水揚水量の状況 

 

  本県の地下水利用状況は、用途別では工業用水及び水道用水の２用途で約７割を占

めている（資料－５）。 

昭和 50 年当初に約 2,500 千ｍ３／日あった揚水量は、尾張地域の揚水規制の効果な

どにより年々減少し、平成 16 年度以降は 1,000 千ｍ３／日を下回っている。揚水規制

による削減効果は工業用水道への転換により工業用で顕著に見られるが、その他の用

途では揚水量の削減率は比較的小さい（図－18）。 

 

尾張地域では、昭和 49 年の愛知県公害防止条例（現：県民の生活環境の保全等に関

する条例）改正により揚水規制が始まり、さらに昭和 51 年には揚水規制区域が拡大さ

れ、これ以降地下水揚水量は減少傾向となっている。特に、昭和 55 年の木曽川用水（農

業用水）の全面通水、また昭和 60 年の尾張 13 市町村への工業用水道の給水開始によ

り地下水揚水量は大幅に減少した。その後も地下水使用合理化指導等により緩やかな

がら減少しており、平成 21 年度は前年度に比べ約 26 千ｍ ３／日の減少となり、昭和

50 年度と比較すると約 22％となっている（図－19）。 

 

 西三河、東三河（渥美地域を含む）、知多地域の地下水揚水量も近年漸減傾向にあり、

昭和 50 年度と比較すると、各々約 44％、約 68％、約 42％となっている（図－20～22）。 
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図－18 愛知県の地下水総揚水量 
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図－20　西三河地域地下水揚水量
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図－22　知多地域地下水揚水量(知多地域５市５町＋尾張地域規制区域外４市２町)

2
0
7

2
0
0

1
9
5

1
7
7

1
6
0

1
5
6

1
5
1

1
5
3

1
3
7

1
4
1

1
3
9

1
3
3

1
2
9

1
2
8

1
3
3

1
3
2

1
3
2

1
2
9

1
2
2

1
2
5

1
1
7

1
1
4

1
0
7

1
0
9

1
1
2

1
1
2

1
1
0

1
0
8

1
0
4

1
0
3

9
9

9
9

9
8

9
2

8
6

0

500

1,000

S5051 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

年　度

揚
水
量
（

千
㎥
／
日
）

建築物用

水産用
農業用

水道用
工業用

凡
　
例

図－19　尾張地域地下水揚水量(県民の生活環境の保全等に関する条例の規制区域19市町村)
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図－21　東三河地域地下水揚水量（渥美地域を含む）
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